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石見　尚（日本ルネッサンス研究所）

イタリアの「社会的協同組合」については、

障害者関係のNPOと労協など協同組合の研

究者の間で関心を集めてきたが、目の前に

ある日本での障害者就労について、「協同労

働の協同組合法（案）」の提案者たちのあい

だでは、この法案（試案要綱）と障害者就労

との関係を具体的にどうするかに関しては、

論議があまり進んでこなかった。

論議の停滞についてはいろいろな理由が考

えられる。

　これらは一面ではもっともな理由がある

が、こうしていつまでも腰の引けた姿勢の

ままでいると、ILOの提起するディーセン

ト・ワークについてのワーカーズ・コープと

しての理論と実践運動が深まらないおそれ

がある。現に「いま協同を拓く 2004全国集

会」第8分科会（障害者の生活・福祉・仕事）

で、「ワークハウスちきり仲間の会」の小宮

山哲也君（平日の昼間はワークハウス（小規

模通所授産施設）で名刺、チラシ、パンフの

作成、夜はあったかホーム（心身障害者生活

寮）で過ごし、週末は家に帰る生活をしてい

る）は、「協同」がないと僕を含む障害者の

生活が成り立たないと語っている。また伊

丹労働者協同組合が設立母体の一つとなっ

ている社会福祉法人ヘルプ協会小規模作業

所「のっくおん」では、2002年から身体・知

的・精神障害者による緑化、清掃作業を始め

ている。

　私はいままで「協同労働の協同組合法」を

先行的に法制化して、これを母法として、イ

タリアの「社会的協同組合」B型に対応した

障害者自立法制の足場を確保し、障害者の

主体性を尊重しつつ行政による支援と連携

した形で制度化する二段構えの構想を抱い
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てきた。しかし、現在の障害者就労について

の厚生労働省の政策パラダイムの改革論議

を見て、「協同労働の協同組合法」（案）のな

かに、障害者就労の全部ではないにしても、

一部にでも対処できる規定や解釈による適

応可能性があるとすれば、その追加を急ぐ

べきではないかと考えるようになった。

　「障害者基本法」（1970）は、「障害者の自

立とあらゆる分野の活動への参加の促進」

が障害者に対する国の福祉政策の目的であ

ることを明記している。障害者福祉は障害

者の自立と社会参加にあることを鮮明にし

たことは共感できるところである。「基本法」

では「障害者」とは、「障害があるために、長

期にわたり日常生活または社会生活に相当

な制限を受ける者」としている。この規定

は、障害者の概念をめぐって、福祉制度の対

象が「障害者」にとどまらない国民的な論議

に発展することを予想させる。しかし障害

の程度の認定や年齢（18才以上）、また要介

護者と障害者の区別などについては、今は、

問題にしないことにしよう。

現在、行政の対象とされている障害者は、

次の 3つカテゴリーに区分されている。

その種類と障害者数と対象法を表記しよ

う。

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

10

　日本の障害者にたいする福祉政策は、前

述のように「基本法」では障害者の自立の支

援を謳っている。しかし、自立の基本方向が

明確になったのは、1970年からであって、そ

れ以前は保護色の強い障害者福祉3法が先行

的に実施されていたので、障害者福祉は授

産と保護を基調とする線上にあった。「障害

者雇用促進法」が制定されたのは、1960年で

ある。この法は障害者が職業生活を通じて

労働者として自立することを目的として、

求人の開拓や職業リハビリを行なおうとし

たもので、一般企業の雇用では環境は整っ

てはいなかった。したがってやや理想に走

りすぎ、時期尚早の感をまぬがれなかった。

むしろ実情としては、障害者を国の施設の

なかで手内職的に稼ぐことのできる仕事の

提供と技能訓練をすればよいという、保護

と授産による生活支援の啓発的政策の域を

長く抜け出ることができてこなかったよう

に思われる。

　ところが、日本経済のバブルがはじけて、

国の社会保障費の抑制がもとめられるよう

になった1990年代末には、厚生労働省が「社

会福祉基本構造改革について」（1998年）を

発表し、2002年には「障害者雇用促進法」を

改正して、障害者の就労のため、一般企業に

障害者を一定率で雇用することを義務づけ

た。さらに 2004年には「福祉改革のグラン

ドデザイン案」を公表して、障害者の福祉政

策に市場原理を導入する方向を明らかにし

た。

　この一連の障害者福祉政策の動向は、保

護的生活支援政策から労働賃金の稼ぎによ

る自立の促進政策への移行を示すもので

種類

該当者数［推定］

（うち18才以上）
1990年現在

対象法

（制定年）

身体障害者
294.8万人

（285.6万人）

身体障害者福祉法

（1949）

知的障害者
41.3万人

（30.1万人）

知的障害者福祉法

（1960）

精神障害者 217万人
精神保健および精神障

害者福祉法（1950）



37

協同の發見 2005.3 No.152

あって、障害者の労働形態は授産所での個

人的働き方に加えて、グループで受託仕事

の作業をする共同作業所型の働き方が増え

てきた。しかしその限りでは、障害者の働き

方は、国や地方自治体の福祉施設の中での

個人やグループでの受託作業であって、雇

用された労働の形態は成立していなかった

と言うことができる。実際、授産施設や共同

作業所の労働報酬は、最低賃金にも達しな

い労働所得で、労働形態も、到底、ディーセ

ント・ワークと言えるものではなかった。実

際、授産施設で見ると、仕事はたとえば、外

部の注文によるチラシづくり、新聞広告の

折込などであって、一人月平均工賃は約2万

円にしかならない。最低賃金（時給 700円）

ならば月 20日労働として月額 11.2万円で

あって、現実の授産施設の労働では到底、経

済的に自立できない。

　その一方では、共同作業所の一部には、コ

ンピューター関連などで、経営的に賃金を

払うことのできる職場が出てきた。これら

は「グランドデザイン」にいう「福祉工場」

の概念を作り出すまでになった。「福祉工場」

は全国に 107工場あるということであるが、

一人平均給与は、身体障害者の場合21万円、

知的障害者、精神障害者の場合、それぞれ9.8

万円、10.1万円というのが実態である。

　福祉工場の 1つの例は、東京都が 1972年

に設置した官製民営の社会福祉法人東京コ

ロニーである。ここでは障害者（ろうあ者な

ど）38人が自治体が発注する制服の縫製や

封筒づくりを行い、年商 11億円を上げ、委

託費、報奨金、助成金約1億円をうけ、障害

者 1人月額 22万円を得ている。

　社会福祉法人埼玉福祉会の新座福祉工場

（1978設立）の障害者18人、職員10人は、印

刷会社を経営していた身体障害者の社長の

下で働き、日本図書館協会の貸し出しカー

ドづくりのほか、大活字本の印刷製本の仕

事をしている。年商9億円、助成金 9千万円

を得て、障害者給与月額 22万円、職員月額

41万円を支給している。

　しかしその他の福祉工場では、最低賃金

の適用除外となる障害者を抱えることで成

り立っている工場が多いのである。最低賃

金適用除外者には知的障害者、精神障害者

が多い。

　こうした現状のなかで、「障害者自立支援

給付法」が本年（2005）の通常国会に上程さ

れる運びになっている。

　　　　　前述のように障害者の就労政策はいま転

換点にさしかかっているが、一口で言うと、

従来の完全官行（営）障害者就労から自治体

施設民営の雇用福祉就労への移行である。

大状況としては、「小さい政府」論、「公的事

業で民間でできる事業は民営に移す」とい

う新自由主義の一連の流れを、障害者の自

立支援に応用した就労政策が現れつつある。

　新しい政策は、従来の古い慣行である、障

害者を国の授産施設に抱え込み、保護的作

業を中心としてきた障害者福祉を、障害者

個人の労働能力に応じた自由な自立労働に

転換するというのが、本旨である。つまり福

祉施設での就労から市場的就労への転換で

ある。ここで障害者は、ごく少数の能力のあ

る市場就労者と大半の従来型施設就労者に

分離されてくる。

　その際、障害者の生活保障が基本線とな
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るが、生活保障の目安は最低賃金制の適用

である。最低賃金制の適用のためには、賃金

である以上、その前提として、雇用契約によ

る労働形態を取る必要があると建前に立つ

のが厚生労働省の見解である。

　障害者就労は市場原則つまり通常の雇用

（賃金）労働では、ほとんど解決できないこ

とは、はじめから分かっていることである。

それにもかかわらず、生活と労働の保障は

雇用―賃金雇用以外にないという固定観念

による労働法の体系が、ここでも顔を出し

てくる。雇用体系を障害者就労にあてはめ

ることは自縄自縛を招くことは避けられな

い。発想の根本的転換なくしては、障害者の

自立に応えることはできない。問題は障害

者にとって、自立のための労働とは何かと

いう根本的な問いに返ってくる。

　　　　　

　3種類の障害者福祉法や「障害者雇用促進

法」や「福祉改革のグランドデザイン」には、

見るだけでもうんざりする煩瑣な支援規定

が詰まっている。本稿でいままでこの煩雑

な障害者福祉施策の細目を説明することな

く、主として賃金に論議の焦点を当ててき

たのは、障害者福祉の専門知識も経験もな

い私にその能力がないことにもよるが、む

しろ問題の本質は、障害者の自立をめぐる

政府の福祉観と障害当事者の自立観とのす

れ違いにあるのではないかと考えたからで

ある。いま、障害者の自立とは何か、また障

害者の労働の仕方に光を当てなければなら

ない。

　武田元氏（蔵王すずしろ施設長、61才）は、

肢体不自由児の養護学校の教員をしていた

が、オイルショックが日本経済に打撃を与

えた時期に、就職した卒業生が解雇されて

在宅生活になったのを見て、無認可作業所

を始めた。それを契機に、その後、障害者の

働く施設やグループホームを 13カ所（200

名）まで増やした。平成9年に「蔵王すずし

ろ」という法人認可施設を作り、退職して施

設長を引き受け、障害者 40名とともに、こ

だわりの豆腐やおから入りパンの製造販売

と営み、それだけでは売上げが足りないか

ら、全国のブランド商品の販売によって

補っている。

　武田氏はグループホームの生活費（家賃

＋食費＋日用品）から割り出して、所得保障

の月額目標は7万円だという。自分の暮らし

は自分で稼ぐ。その目標が7万円である。全

員が、毎年、自動的に昇給するが、無条件に

全員を昇給させるわけにはいかないので、

職員の支援がなくても一日仕事ができる者

は雇用契約に切替えて行く。

　その過程で、卒業生たちが何に悩んでい

るかと考えた末に、到達したのは、働くこと

の意味についてである。その個所を引用し

よう。
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　氏はさらに、働くことと障害の種別や程

度との関係を取り上げ、仕事の工程分析の

必要性について、以下のように述べている。

協同労働にとっても大切な問題なので、も

うしばらく引用しよう。
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（共同連「障害

者労働研究会年報No..2」66，68～ 69頁）

　　　　　障害者就労は一般の雇用制度では、障害

者の生きがいのある自立労働を実現するこ

とは、一部の職種の適正技能のある身体障

害者を除き、他の障害者、とくに知的障害

者、精神障害者にとってはたいへん難しい

と考えざるをえない。イタリアの「社会的協

同組合」をもってしても、障害者就労の自立

に対応できているのは、主として身体障害

者に対してではないだろうか。市場原理に

よる賃金労働では、また特約的な受注のシ

ステムなしには、大半の障害者の経済的、人

間的自立は実現できないように思われる。

　この点、雇用労働を前提としない日本の

「協同労働の協同組合」法案でも、残念なが

ら、事情は同様である。障害者は労働をする

正組合員ないし利用組合員として加入する

ことはできるが、克服すべき難点はいくつ

かある。

①事業の市場における賃金水準を前提とす

る限り、残念ながら、障害者にたいして自立

できる労働報酬の支給を約束できない。場

合によっては、最低賃金さえ支給できない

ことがある。したがって、障害者ワーカー

ズ・コープには、非競争的な受注の制度やな

んらかの基本的な生活保障が組合外部から

与えられていることが望ましい。またそれ

がワーカーズ・コープの自主性を制限する

ものではあってはならない。

　個人的な考えであるが、「障害者自立支援

給付法案」の提出の機会に、3つ種類の障害

者の障害程度の判定や労働能力の判定によ

る役所的な煩雑な支援基準を設けることを

やめ、むしろ障害者にたいする国からの「基

本所得」（ベーシック・インカム）の支給を

制度化してはどうだろうか。ベーシック・イ

ンカムの説明については、ジェームス・ロ

バートソン著、石見尚・森田邦彦訳「21世紀

の経済システム展望」（1999年、日本経済評

論社）に譲るが、たとえば、前述の武田氏の

経験から割り出した月額1人7万円というの

はどうだろうか。金額の当否の検討は別と

しても、そのような単純化のほうが、実際的
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ではなかろうか。障害者はベーシック・イン

カムの上に、自分に適した技能の修得やゆ

とりの時間など自立に必要な諸費用、また

障害者年金の掛け金を、自分の労働意思に

よって稼ぐようにするのである。　

　ベーシック・インカムの支給は、日本にお

いて、今後、障害者にとどまらず、高齢者の

年金、失業者の生活保障、生活保護世帯への

給付金などについて、国民的論議になるこ

とが予想される。

　「基礎所得」が保障されていれば、「協同労

働の協同組合」は障害者を組合員として名

実ともに受け入れる第1条件が満たされると

思われる。

②障害者の労働機会の創出の問題である。

(i)　労働は障害者が社会につながって生き

る存在のあかしであることを、障害者自

身と社会が自覚することが必須要件であ

る。これは、重度障害者においても例外

ではなく、単なる保護の対象とすればよ

いのではない。国民として仲間の社会連

帯の理念を「障害者基本法」の第 1条に

明記する必要がある。社会連帯の思想な

しには、「ベ－シッック・インカム」の概

念が成り立たない。「協同労働の協同組

合法」においても、その目的に「社会連

帯」の理念を挿入する必要があるのでは

ないか。

(ii)　障害者の社会的労働を実現するために

は、武田氏のいうように、仕事の工程分

析を綿密にする必要がある。これは法律

の問題ではなく、マネージメントの問

題、作業分析の問題で、受け入れ側の問

題である。

　　障害者の就労による社会参加を100％

実現するためには、作業分析の結果、在

宅就労の利用組合員を正組合員化する可

能性が広がるであろう。在宅就労の組合

員規定を定款に追加する必要がでてくる

ように思われる。

③保護、医療、生活指導、リハビリ施設の設

置について――AB型の可能性

　障害者就労の機会創出にあたっての特殊

性は、保護、医療、生活指導、機能回復訓練

を伴うことである。この点はイタリアの「社

会的協同組合」で言うならばＡ型あるいは

日本のNPOの福祉事業の分野であって、Ｂ

型に対応する「協同労働の協同組合」は得意

分野ではないかのように見えるが、果たし

てそうか。

　障害者就労にあたっての医療、生活指導、

リハビリ、訓練技能、生き甲斐についての心

のケアなどは、障害者と労働をともにする

者またはした者でないと、本当の介助はで

きない。

　現在の日本の障害者の自立のための就労

の障害になっているのは、労働と福祉が縦

割り行政によって分断されていることであ

ろう。

　協同労働の協同組合の中から、労働と福

祉を一部であってもつなぐ横断的協同組合

つまり日本型の「社会的協同組合」AB型が

発生してもよさそうである。

　AB型への対応蛾「協同労働の協同組合」法

案に盛り込むことは可能であろうか。

　障害者就労のための上の保護、医療、技能

訓練、リハビリ、心のケアなどは、公的分野

の事業であるから、労働者協同組合が行う
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とすれば、国または地方自治体の委託を受

けて行う A型の一般開放のシステムとなる

が、B型事業は組合員限定の閉鎖システムで

ある。したがって「協同労働の協同組合法」

案では、障害者の介助事業を関連事業とし

て規定する必要があるのではないか。

　これが法的に不適当であれば、労働者就

労の介助事業を行うA型を別個につくり、こ

れとネットワークをつくる必要がある。
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